
１．法人番号の指定
国税庁長官は、次の法人等に対して法人番号を指定する（法58①、②）。
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人（設立登記法人）
④ ①～③以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収
義務を有することとなる者

(※) 具体的には、税法上、給与等の支払をする事務所の開設等の届出書、内国普通法人等の設立の届出書、外国普通法人
となった旨の届出書、収益事業開始の届出書を提出することとされているものなど、一定の要件に該当するもの

⑤ ①～④以外の法人又は人格のない社団等であって、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律
に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する者など一定の要件に該当するもので、国税庁長官に届け出たもの

➢ 法人番号は１法人に対して１番号のみ指定され、法人の支店や事業所等には指定されない（個人事業者にも指定されない）。

２．法人番号の通知
国税庁長官は、法人番号を書面により法人等に通知する（法58①）。
➢ 設立登記法人については、登記上の本店所在地に通知書を送付。

３．法人番号の生成
(1) 設立登記法人については、法務省から提供される12桁の会社法人等番号を基に13桁の法人番号を生成。
(2) それ以外の法人等については、国税庁で独自に法人番号を生成。

４．法人番号等の公表
国税庁長官は、法人番号の指定を受けた者（法人番号保有者）の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、

③法人番号（基本３情報）をインターネット上（国税庁法人番号公表サイト）で公表。
ただし、人格のない社団等は、あらかじめその代表者又は管理人の同意が必要（法58④）。
(※) 法人等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地が変更されると法務省等から提供される情報を基に、公表

サイトの情報を随時更新。

➢ 法人番号は、広く一般に公表され、個人番号（マイナンバー）と異なり、利用範囲に制約がなく自由に利用可能。

５．情報の提供
行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の基本３情報の提供を求めることができる（法59②）。
なお、基本３情報は、政府共通ネットワークを通じ、法人番号情報提供サイトで提供。
(※) 行政機関等に対しては、求めに応じて、公表不同意の人格のない社団等の情報も提供。

法人番号の基礎知識

社団等の‘等’は、財団をさす。
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